
 

 
 

○ 令和８年４月 29 日、春の叙勲が発令され、髙
た か

橋
は し

恒夫
つ ね お

行政相談委員が、永

年にわたる行政相談活動についての顕著な功績（行政相談功労）を認められ、

瑞宝双光章を受章されることとなりました。 

○ 叙勲の伝達式 

（日時）令和８年５月 19 日（火） 

（場所）東京プリンスホテル（東京都港区） 

○ 受章される行政相談委員 

  氏   名  髙橋 恒夫  （男性 70 歳） 

  住   所  横浜市西区 

  委員委嘱歴  通算委嘱期間 29 年（平成 9 年４月～） 

  経   歴  神奈川行政相談委員協議会会長（令和３年６月～） 

         関東行政相談委員連合協議会副会長（令和５年６月～） 

   

 

 

 

 

 

報道資料 

髙橋恒夫行政相談委員が令和８年春の叙勲を受章 
（行政相談功労） 

《行政相談委員とは》 

・ 行政相談委員法（昭和 41 年法律第 99 号）に基づき、総務大臣が委嘱した民間有識者

（ボランティア）です。 

・ 神奈川県内には 16５人が配置（全国では約 5,000 人） 

・ 行政相談委員は、定期的に市（区）町村役場や公民館等で定例相談所を開設。 

住民の皆様の身近な相談相手として、国の行政などに関する相談を受け付け、相談者へ

の助言や関係機関に対する改善の申入れなどを行っています。 

【照会先】 

総務省 神奈川行政評価事務所 

行政相談課 林    電話 045－641－2832 

令 和 ８ 年 ４ 月 2 9 日 

総務省神奈川行政評価事務所 


